
新冠町地域防災計画 新旧対照表 

現  行 修 正（案） 修正理由 

第９章 日本海溝・千島海溝型地震防災対策推進計画 

第１０節 津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項 

津波避難対策緊急事業を行う区域ごとに、実施すべき事業の種類並びに

目標及び達成期間は次のとおり。 

津波避難対策緊急

事業を行う区域 

津波から避難するため

に必要な緊急に実施す

べき事業の種類 

目 標 達成期間 

節婦町周辺地区 
避難施設その他の避難

場所 
１箇所 

令和６年度～ 

令和７年度 

第９章 日本海溝・千島海溝型地震防災対策推進計画 

第１０節 津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項 

津波避難対策緊急事業を行う区域ごとに、実施すべき事業の種類並びに

目標及び達成期間は次のとおり。 

津波避難対策緊急

事業を行う区域 

津波から避難するため

に必要な緊急に実施す

べき事業の種類 

目 標 達成期間 

節婦町周辺地区 
避難施設その他の避難

場所 
１箇所 

令和６年度～ 

令和８年度 

労働力及び建築資

材の確保が著しく

困難となり、現行

の工期では完了が

不可能な状況であ

ることから、達成

期間を令和７年か

ら令和８年度に延

長する。 


